
け
い
じ
ば
ん
（
お
知
ら
せ
）

日曜納税窓口

月　の　納　税

休日申請サポート

月中のひとの動き

本庁、各支所・出張所
マイナンバーカード
申請サポート実施中

2024.６ 1415 2024.６

人口    95,514人(前月比△467)
　男　46,069人(同△172)
　女　 49,445人(同△295）
世帯　 45,465世帯（同△92）
転入    531人 転出    919人
出生      47人 死亡    126人

６月30日㈰ 午前9時～午後１時
納税課（市役所2階 1番窓口）

☎32-2014

（納期限：７月１日㈪）
６

（４月１日現在）

※４月23日現在の情報で
　す。中止・変更する場
　合があります。
　事前にご確認ください

      

６月30日㈰ 午前9時～正午　　
市民窓口課（市役所１階２番窓口）

☎32-2132

３

大規模改修工事のため、あば交流館(阿波)は休館します。
休館期間　９月11日㈪～令和６年３月末（予定）
※あば温泉は営業しています問地域づくり推進室☎32-2032

あば交流館
休館

とき　平日午前８時30分～午後
　５時15分
持ってくるもの　本人確認書類、
　通知カード

●市県民税（普通徴収）   第１期
●介護保険料(普通徴収) 第１期

　
悩
み
や
不
安
を
持
つ
子
ど
も
や

保
護
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

と
き　
６
月
１
日
㈯
・
２
日
㈰
午

後
１
時
～
４
時
、
７
日
㈮
午
前

９
時
～
午
後
８
時

と
こ
ろ　
鶴
山
塾
（
小
田
中
）

問
鶴
山
塾
☎
22
－
２
５
２
３

　
飲
酒
に
つ
い
て
悩
み
を
抱
え
る

人
の
た
め
の
相
談
会
で
す
。

と
き
・
と
こ
ろ　
毎
月
第
１
ま
た

は
第
３
日
曜
日
午
後
３
時
～
５

時
＝
中
央
公
民
館
（
大
谷
）、

毎
月
第
２
・
第
４
火
曜
日
（
祝

日
除
く
）
午
前
10
時
～
正
午
＝

希
望
ヶ
丘
ホ
ス
ピ
タ
ル（
田
町
）

問
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
岡
山
県
津
山
断
酒

新
生
会
家
族
会
結
の
華
（
高
森

さ
ん
）
☎
０
９
０
－
７
９
９
６

－
６
４
３
６

　
ひ
と
り
親
家
庭
や
心
身
に
障
害

の
あ
る
人
が
、
７
月
以
降
も
引
き

続
き
給
付
を
受
け
る
た
め
に
は
、

受
給
資
格
の
更
新
が
必
要
で
す
。

期
間　
６
月
３
日
㈪
～
14
日
㈮

※
今
ま
で
受
給
し
て
い
な
い
人
も

前
年
の
所
得
に
よ
り
資
格
を
取

得
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

６
月
以
降
、
ご
相
談
く
だ
さ
い

■
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費

問
子
育
て
推
進
課
（
津
山
す
こ
や

か
・
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
内
）
☎

32
－
２
０
６
５
、
各
支
所
・
出

張
所

■
心
身
障
害
者
医
療
費

問
障
害
福
祉
課
☎
32
－
２
０
６
７
、

　

 

32
－
２
１
５
３
、
各
支
所
・

出
張
所

　
補
助
の
対
象
が
広
が
り
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
「
画
像
を
拡
大
し
、

文
字
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
も

の
」
に
「
音
声
で
文
字
な
ど
を
読

む
こ
と
が
で
き
る
も
の
」
が
加
わ

り
ま
し
た
。

対
象　
身
体
障
害
者
手
帳
の
視
覚

障
害
６
級
以
上

自
己
負
担
額　
原
則
と
し
て
見
積

金
額
の
１
割

補
助
の
上
限
額　
19
万
８
千
円

持
っ
て
く
る
も
の　
身
体
障
害
者

手
帳
、
印
鑑

申
込
方
法　
窓
口
（
市
役
所
１
階

10
番
窓
口
）
で
直
接
申
し
込
む

※
世
帯
に
市
町
村
民
税
の
所
得
割

46
万
円
以
上
の
人
が
い
る
場
合
、

給
付
の
対
象
外
と
な
る
場
合
も

あ
り
ま
す

問
障
害
福
祉
課
☎
32
－
２
０
６
７
、

　

 

32
－
２
１
５
３

　
障
害
の
あ
る
人
が
、
ス
ポ
ー
ツ

を
通
じ
て
、
健
康
増
進
や
相
互
の

交
流
・
親
睦
を
深
め
る
た
め
の
大

会
で
す
。
申
込
方
法
な
ど
、
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

と
き　
６
月
23
日
㈰
午
前
10
時
～

午
後
３
時

と
こ
ろ　
津
山
総
合
体
育
館

対
象　
津
山
圏
域
の
障
害
者（
児
）

と
そ
の
家
族
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、

福
祉
関
係
者

定
員　
30
人

締
め
切
り　
６
月
７
日
㈮

問
ふ
れ
あ
い
ス
ポ
ー
ツ
大
会
実
行

委
員
会
☎
24
－
６
８
０
８
、

 
　
22
－
１
２
９
９
、

sinsho2

　

46808@
w

ine.ocn.ne.jp

　
災
害
時
の
食
の
備
え
に
つ
い
て
、

ポ
ス
タ
ー
な
ど
を
展
示
し
ま
す
。

と
き　
６
月
17
日
㈪
～
21
日
㈮

と
こ
ろ
　
市
役
所
１
階
市
民
ロ

ビ
ー

問
健
康
増
進
課
☎
32
－
２
０
６
８

　
外
出
先
や
仕
事
に
は
、
マ
イ
ボ

ト
ル
を
持
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

環
境
に
も
財
布
に
も
優
し
い
生
活

を
送
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
熱
中

症
対
策
に
も
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　
マ
イ
バ
ッ
グ
の
携
帯
も
習
慣
に

し
、
レ
ジ
袋
な
ど
使
い
捨
て
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
に
頼
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
を
見
直
し
ま
し
ょ
う
。

問
環
境
事
業
課
☎
32
－
２
２
０
３

お
知
ら
せ

と
き　
６
月
３
日
㈪
～
28
日
㈮

閲
覧
場
所　
農
業
振
興
課
（
市
役

所
４
階
）、
各
支
所
・
出
張
所

※
令
和
５
年
度
は
、
１
３
９
の
集

落
協
定
と
３
の
個
別
協
定
の
取

り
組
み
に
約
２
億
４
１
８
５
万

円
を
交
付
し
ま
し
た

問
農
業
振
興
課
☎
32
－
２
０
７
９

　
公
共
下
水
道
事
業
計
画
と
特
定

環
境
保
全
公
共
下
水
道
事
業
計
画

の
変
更
を
行
う
た
め
、
変
更
案
の

縦
覧
を
行
い
ま
す
。
意
見
の
あ
る

締
め
切
り　
６
月
28
日
㈮

※
提
出
が
な
い
場
合
、
年
金
の
支

払
い
が
差
し
止
め
と
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す

問
農
業
委
員
会
事
務
局

　
☎
32
－
２
１
５
９

　
梅
雨
や
台
風
の
雨
な
ど
に
よ
る

た
め
池
の
決
壊
を
防
ぐ
た
め
、
次

の
こ
と
に
注
意
し
、
十
分
な
管
理

を
お
願
い
し
ま
す
。
異
常
が
あ
れ

ば
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

⃝

定
期
的
に
巡
回
す
る

⃝

水
位
調
整
を
こ
ま
め
に
行
う

⃝

異
変
が
分
か
る
よ
う
、
水
路
や

た
め
池
周
辺
の
草
を
刈
る

⃝

た
め
池
の
ご
み
を
取
り
除
く

ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
な
ど
高
齢
者

の
生
き
が
い
活
動
が
１
年
以
上

続
い
て
い
る
②
町
内
会
な
ど
が

管
理
し
て
い
る
③
令
和
４
年
度

～
５
年
度
中
に
支
給
を
受
け
て

い
な
い

支
給
時
期　
８
月
以
降
（
予
定
）

支
給
上
限　
１
カ
所
に
つ
き
10
立

方
メ
ー
ト
ル
以
内

補
助
件
数　
５
件
程
度

申
請
方
法　
高
齢
介
護
課
（
市
役

所
１
階
11
番
窓
口
）
ま
た
は
各

支
所
・
出
張
所
に
備
え
付
け
の

申
請
書
に
記
入
し
、
必
要
書
類

を
添
え
て
直
接
提
出
す
る

募
集
期
間　
６
月
３
日
㈪
～
28
日

㈮
問
高
齢
介
護
課
☎
32
－
２
０
６
６

　
男
女
が
互
い
に
そ
の
人
権
を
尊

重
し
、
性
別
に
関
わ
り
な
く
個
性

と
能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き

る
「
男
女
共
同
参
画
社
会
」
を
実

現
す
る
た
め
、
啓
発
パ
ネ
ル
や
ポ

ス
タ
ー
を
掲
示
し
、
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
な
ど
を
配
布
し
ま
す
。

と
き　
６
月
23
日
㈰
～
29
日
㈯

と
こ
ろ　
市
立
図
書
館
前
ホ
ー
ル

（
ア
ル
ネ
・
津
山
４
階
）、
市
役

所
１
階
市
民
ロ
ビ
ー

問
津
山
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

「
さ
ん
・
さ
ん
」

　
☎
31
－
２
５
３
３

人
は
、
縦
覧
期
間
内
に
意
見
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

縦
覧
期
間　
６
月
28
日
㈮
～
７
月

12
日
㈮
の
執
務
時
間
内

縦
覧
場
所　
下
水
道
課

　
（
市
役
所
６
階
）、
市

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

問
下
水
道
課
☎
32
－
２
１
０
１

　
農
業
者
年
金
を
受
け
て
い
る
人

に
、
農
業
者
年
金
基
金
か
ら
、
現

況
届
の
案
内
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

必
要
事
項
を
記
入
し
、
締
め
切
り

ま
で
に
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
先　

農
業
委
員
会
事
務
局

（
農
業
振
興
課
内
）、
各
支
所
・

　
出
張
所

⃝

ヌ
ー
ト
リ
ア
な
ど
の
動
物
が
巣

を
作
っ
て
い
な
い
か
確
か
め
る

問
農
村
整
備
課
（
市
役
所
４
階
）

☎
32
－
２
０
７
６
、
32
－
２
０

７
７

　
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
物
の
被

害
防
止
な
ど
の
た
め
、
新
た
に
銃

猟
免
許
・
わ
な
猟
免
許
を
取
得
す

る
費
用
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

補
助
金
額　
銃
猟
免
許
・
わ
な
猟

免
許
を
新
た
に
取
得
す
る
た
め

の
申
請
手
数
料
と
初
心
者
講
習

会
受
講
料
の
２
分
の
１
以
内

申
込
方
法　
森
林
課
（
市
役
所
４

階
）
ま
た
は
各
支
所
・
出
張
所

に
備
え
付
け
の
申
請
書
（
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
印
刷
可
）

に
記
入
し
、
必
要
書
類
を
添
え

て
窓
口
に
提
出
す
る

締
め
切
り　
狩
猟
免
許

　
を
取
得
し
た
日
か
ら

　
30
日
以
内
、
ま
た
は
令
和
７
年

２
月
15
日
の
ど
ち
ら
か
早
い
日

※
狩
猟
免
許
試
験
に
つ
い
て
は
、

岡
山
県
鳥
獣
害
対
策
室
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

問
森
林
課
☎
32
－
２
０
７
８

支
給
要
件　
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
次
の

す
べ
て
に
該
当
す
る
こ
と
①
グ

歯周病検診を受けましょう
　歯周病は歯の生活習慣病ともいわれ、糖尿病
や心筋梗塞など、全身の健康に影響を与えます。
　また、口の中が汚れていると、口の粘膜の防
御機能や免疫力が低下し、ウイルスに感染しや
すくなります。
　定期的に歯科検診を受けましょう。
とき　６月１日㈯～令和 7年 1月 31 日㈮（各
歯科医療機関の診療時間内）
ところ　実施歯科医療機関（お問い合
　わせいただくか、市ホームページを
　ご覧ください）
内容　歯周ポケットのチェックなど歯科検診、
ブラッシング指導
対象

料金　900 円
※市県民税非課税世帯、生活保護受給者は無料
（事前申請要）

■問健康増進課 ☎ 32-7009

お
知
ら
せ

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場
な
ど
の

整
備
補
助（
真
砂
土
の
支
給
）

鶴
山
塾 

休
日
・
延
長
相
談

視
覚
障
害
者
用

拡
大
読
書
器
の
補
助

６
月
は
食
育
月
間

食
育
月
間
パ
ネ
ル
展

た
め
池
の
管
理

男
女
共
同
参
画
週
間 

パ
ネ
ル
展

令
和
５
年
度
中
山
間
地
域
等
直

接
支
払
制
度
実
施
状
況
の
公
表

そ
の
ほ
か
の
相
談
は
、
21
ペ
ー
ジ

に
掲
載
し
て
い
ま
す

ふ
れ
あ
い
ス
ポ
ー
ツ
大
会

公
共
下
水
道
事
業
計
画

変
更
（
案
）
の
縦
覧

狩
猟
免
許
取
得
を
補
助
し
ま
す

農
業
者
年
金 

現
況
届
の
提
出

マ
イ
ボ
ト
ル
・
マ
イ
バ
ッ
グ

を
使
い
ま
し
ょ
う

各
種
医
療
費
受
給
資
格
の

更
新
手
続
き

お
酒
を
や
め
ら
れ
な
い
悩
み

の
あ
る
本
人
や
家
族
の
人
へ

年齢 生年月日
21歳 平成15年4月2日～平成16年4月1日
31歳 平成５年４月２日～平成6年4月1日
41歳 昭和58年4月2日～昭和59年4月1日
51歳 昭和48年4月2日～昭和49年4月1日
61歳 昭和38年4月2日～昭和39年4月1日
71歳 昭和28年4月2日～昭和29年4月1日

（年齢は令和 7年 4月 1日現在）


